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◆ 法人税の税制優遇措置の比較

◆ ガソリン税

税制優遇措置を活用しない場合

・減価償却前所得金額：８００万円
・設備の取得価額：２００万円　　　
※購入設備は優遇措置の対象となる機械
 （耐用年６年、 普通償却率0.417 ）とする。
・法人税率：２３．４％
※平成29年度の一般法人に対する法人税
 （国税）率は23.4％

投資税額控除を活用した場合

・減価償却前所得金額：８００万円
・設備の取得価額：２００万円
※購入設備は優遇措置の対象となる機械
 （耐用年6年、普通償却率0.417）とする。
・法人税率：２３．４％
※平成29年度の一般法人に対する法人税
 （国税）率は23.4％
・税額控除額：３０万円　※200万円×15％

特別償却を活用した場合

・減価償却前所得金額：８００万円
・設備の取得価額：２００万円
※購入設備は優遇措置の対象となる機械
 （耐用年６年、普通償却率0.417 ）とする。
・法人税率：２３．４％
※平成29年度の一般法人に対する法人税
 （国税）率は23.4％
・特別償却額：１００万円　※200万円×50％

法人税合計1,076万円（６年間）   
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法人税合計1,046万円（６年間）
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法人税合計1,076万円（６年間）
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・揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置
　沖縄県内に移出等される揮発油について揮
発油税・地方揮発油税を７円 /L軽減していま
す。また、沖縄県は本軽減措置を前提に石油
価格調整税（県税・法定外普通税）として
1.5円/L を徴収し、県内離島への石油製品の
輸送費補助事業を実施しています。
（適用期限：平成 32年 5月14日まで）

◆酒税 　復帰前から引き続いて酒類を製造していた製造場が、県内にある製造場で製造し、県内に出荷する
酒類について、酒税を軽減しています。（適用期限：平成 31年５月14日まで）　

 

 

５３．８円/L 
(国税：揮発油税＋地方揮発油税) 

 
４６．８円/L 

(国税：揮発油税＋地方揮発油税) 

本土税率

沖縄税率

53.8 円 /L
( 国税：揮発油税＋地方揮発油税 )

７円 /ℓ軽減

5.5 円 /L1.5円/L46.8 円 /L
( 国税：揮発油税＋地方揮発油税 )

石油価格調整税 (県税 )

石油製品輸送等補助事業

沖縄本島から県内離島
への石油製品の輸送費
を補助

ガソリン税の軽減措置と石油製品輸送等補助事業

　
　沖縄県では、県内の各離島のガソリン等に対して、
輸送方法等に応じ以下の額が補助されています。

（平成28年度の例） 伊江島　　    　
　　　　　　　　 竹富島　 　
　　　　　　　 北大東島　　    

～沖縄県が実施するガソリン等への輸送費補助事業について～

＜軽減率＞本則の 35％軽減
【アルコール分 30度の場合】

▲35%軽減
（10.5 万円 /kℓ軽減）

（参考）30度 1.8ℓの場合：全国 540円⇔沖縄 351円 (189 円軽減 ) 

＜本土税率＞

30万円/kℓ ＜沖縄税率＞

19.5万円/kℓ

泡　　盛
＜軽減率＞本則の 20％軽減

▲20%軽減
（4.4 万円 /kℓ軽減）

（参考）350mℓの場合：全国 77円⇔沖縄 61.6 円 (15.4 円軽減 ) 

＜本土税率＞

22万円/kℓ ＜沖縄税率＞

17.6万円/kℓ

ビール・その他

泡
盛

3.4円/L
14.7円/L
31.1円/L

各種税制優遇の例

　

◆沖縄税制の効果

                                 

　沖縄振興特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づき、税制措置が講じられてい
ます。
　各特区・地域等については、
　・情報地域・特区について
　　⇒４２７社の企業立地、約２万8千人の雇用創出（Ｈ29 年１月時点）
　・物流特区について
　　⇒７16社の企業立地（Ｈ29 年３月時点）
　　　（うち旧那覇地区及び旧うるま地区）
　　　  →75社の企業立地（Ｈ29年 3月時点）、約 1,250 人の雇用創出（Ｈ29 年１月時点）
　・投資減税や航空機燃料税の軽減措置等がある観光について
　　⇒６年間で観光客数が５５３万人から８７７万人（Ｈ23年度→Ｈ28年度）へ大幅増加
など、一定の企業集積や観光客の拡大が図られ、沖縄の経済振興に寄与しています。
　さらに、ガソリン税の軽減や電力の安定供給のための石油石炭税の免除等を通じ、沖縄の県民生活の
安定にも寄与しています。

◆法人税・所得税

                                 

▶所得控除（法人税のみ）…40％ 全国では他に国家戦略特区（20％）の例のみ
特区・地域（国際物流拠点産業集積地域）内で認定を受けた企業は、
法人の設立から10 年間の所得控除を活用できます。

▶投資税額控除（法人税のみ）…機械等⇒15％、建物等⇒8％  
繰越控除は４年間　国内制度で最長（例えば、平成 29 年度に特区・
地域内で投資をすると平成 33 年度まで繰越ができます。）

▶特別償却（法人税・所得税）…経済金融活性化特別地区、国際物流拠点産業集積地域：
　機械装置等⇒５０％、建物等⇒２５％
産業高度化・事業革新促進地域：　
　機械装置等⇒３４％、建物等⇒２０％
沖縄の離島における旅館業用建物等：建物等⇒８％

特区・地域制度の税制優遇は日本一
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